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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年２月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成３１年４月５日 １６時００分ごろ 

発生場所 山口県長門市通
かよい

漁港沖 

  通港田ノ浦防波堤灯台から真方位１８７°１６２ｍ付近 

  （概位 北緯３４°２５.４′ 東経１３１°１４.９′） 

事故の概要  漁船有
ゆう

穂
ほう

丸は、北進中、波が舷縁を越えて船内に流入し、転覆し

た。 

 有穂丸は、主機等に濡損を生じた。 

事故調査の経過 平成３１年４月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船  有穂丸、１.１トン 

 ＹＧ３－５５３０９（漁船登録番号）、個人所有 

 ６.４３ｍ（Lr)×２.０８ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３３.８３kＷ、平成６年３月２１日 

第２９１－３４４０７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

   免許登録日  昭和５０年６月２４日 

    免許証交付日 平成２５年８月６日 

                （令和元年８月２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機等に濡損（全損） 

 気象・海象 気象：天気  晴れ、風向 西南西、風力 ５、視界  良好 

海象：波高  約１.５～２.０ｍ 

 長門市には、平成３１年４月３日１６時１２分に強風注意報が、５

日０３時５４分に波浪注意報が発表され、本事故時も継続中であっ

た。 

 事故の経過   本船は、船長ほか甲板員１人が乗り組み、あかもく
．．．．

漁（舷側から手

を伸ばして浮いたあかもく
．．．．

をカマで刈り取る漁）を行った後、平成３

１年４月５日１５時４０分ごろ満載状態で漁場を出発し、通漁港に向

けて帰港することとした。 
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  本船は、左舷側からの風が強かったので、通漁港沖を微速力で北進

中、左舷側から高さ約２ｍの波を受けてあかもく
．．．．

を入れたカゴが右舷

側に移動し、船体が右舷側に傾斜したところに、更に左舷側から高さ

約２ｍの波が舷縁を越えて船内に流入し、転覆した。 

船長は、転覆時に海中に投げ出されたが、自力で海面に浮上して転

覆した本船の船底に這
は

い上がった後、海面に浮上した甲板員を本船の

船底上に引き揚げた。 

 船長及び甲板員は、その後、付近を航行していた僚船に救助され

た。 

転覆した本船に気付いた付近の住人は、１１９番通報し、消防本部

が海上保安庁へ通報した。 

本船は、クレーン船により陸揚げされた後、廃船処分された。 

（付図１  事故発生経過概略図、付図２ 事故発生時の本船の状況、

写真１ 本船（転覆した状態）、写真２ 本船（陸揚げ後）、写真３ 

あかもく
．．．．

を入れるカゴ 参照） 

 その他の事項 本船は、あかもく
．．．．

漁を行う目的で喫水が浅い構造となっており、本

事故当時、喫水が船首約０.３ｍ、船尾約０.６ｍであった。 

船長は、本事故当日、テレビの気象情報を見て西方からの風が強い

ことは知っていたが、漁場は島陰になって風の影響を受けないところ

なので、大丈夫だろうと思って出港した。 

あかもく
．．．．

を入れたカゴは、プラスチック製で甲板上に５個置かれて

おり、その中にあかもく
．．．．

が入っていて、舷縁より高く積まれていた。 

船長は、ふだんから、カゴの固定を行っておらず、カゴは甲板上に

置かれた状態のままであった。 

  船長及び甲板員は、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、強風及び波浪注意報が発表されて西方からの風浪を受ける

状況下、通漁港沖を北進中、左舷側から高さ約２ｍの波を受けてあか
．．

もく
．．

を入れたカゴが右舷側に移動したことから、船体が右舷側に傾斜

したところに、更に左舷側から高さ約２ｍの波が舷縁を越えて船内に

流入し、転覆したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、強風及び波浪注意報が発表されて西方からの風

浪を受ける状況下、通漁港沖を北進中、左舷側から高さ約２ｍの波を

受けてあかもく
．．．．

を入れたカゴが右舷側に移動したため、船体が右舷側

に傾斜したところに、更に左舷側から高さ約２ｍの波が舷縁を越えて

船内に流入し、転覆したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、
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次のことが考えられる。 

・小型船舶は、波等の影響を受けやすいので、波高が高いときや波

浪注意報が発表されているときは出港を控えること。 

・漁獲物を入れたカゴを甲板上に積む際は、固縛するなどの移動防

止措置を適切に行うこと。 

  ・小型船舶の乗船者は、救命胴衣を常時着用すること。 
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付図１  事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図２ 事故発生時の本船の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 あかもく
．．．．

を入れるカゴ 
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写真１ 本船（転覆した状態） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真２ 本船 

 

 

 

 

写真２ 本船（陸揚げ後） 

 

 

   

 

 

 

 

                    写真３ あかもく
．．．．

を入れるカゴ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


